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�愛媛県告示第１２１２号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）

第５条第１項の規定による届出があったので、同条第３項の規定に

基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産

業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部産業振興課商工観光

室並びに松山市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成２９年１１月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 届出の概要

� 大規模小売店舗の名称及び所在地

（仮称）ドラッグコスモス�万ノ台店
松山市�万ノ台２６３番１ 外４筆

� 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては代表者の氏名

株式会社コスモス薬品

福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目１０番１号

代表取締役 宇野 正晃

� 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

株式会社コスモス薬品

福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目１０番１号

代表取締役 宇野 正晃

� 大規模小売店舗の新設をする日

平成３０年７月１０日

� 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

１，３４６平方メートル

� 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

ア 駐車場の収容台数

５３台

イ 駐輪場の収容台数

１０台

ウ 荷さばき施設の面積

２７平方メートル

エ 廃棄物等の保管施設の容量

９立方メートル

� 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

ア 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉

店時刻

開店時刻 午前９時 閉店時刻 午後１０時

イ 来客が駐車場を利用することができる時間帯

�愛媛県告示第１２１１号
社会福祉士及び介護福祉士法（昭和６２年法律第３０号）附則第１３条の規定により、登録研修機関から次のとおり喀痰吸引等研修の業務の全

部を廃止する旨の届出があった。

平成２９年１１月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

発 行 愛 媛 県
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登録研修機関
かくたん

喀痰吸引等研修の業務を行う事業所
廃止年月日

かくたん

廃止に係る喀痰吸引等研修の課程
名 称 住 所 名 称 所 在 地

株式会社アドバンス・
アクティブ

大阪府大阪市中央区常
盤町２丁目３－１６ 高
木産業ビル５０２号

株式会社アドバンス・
アクティブ 神戸営業
所

兵庫県神戸市中央区元
町通６丁目８－１０ 山
端ビル２Ｆ

平成２９年
１１月２日

社会福祉士及び介護福祉士法施行規則（昭和
６２年厚生省令第４９号）別表第１第１号の基本
研修及び同表第２号の実地研修並びに第２第
１号の基本研修及び同表第２号の実地研修

毎週（火・金）曜日発行 第２９２９号 平成２９年１１月２４日

平成２９年１１月２４日金曜日 第２９２９号

愛 媛 県 報

８５７
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午前８時３０分から午後１０時３０分まで

ウ 駐車場の自動車の出入口の数

２箇所

エ 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

午前６時から午後１０時まで

２ 届出年月日

平成２９年１１月９日

３ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域

の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者

は、告示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出

することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛

媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部

産業振興課商工観光室並びに松山市役所において告示の日から１

月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表

者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活

環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課
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�愛媛県告示第１２１３号
次の地籍調査の結果は、国土調査法（昭和２６年法律第１８０号）第

１９条第２項の規定に基づき国土調査の成果として認証したから、同

条第４項の規定に基づき次のとおり公告する。

平成２９年１１月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 地籍調査の実施者、地域、調査期間及び成果の名称

実施者 地 域 調 査 期 間 成果の名称

四国中央市 金砂町平野山の
一部

平成２６年度から
平成２７年度まで

四国中央市（金砂
町平野山４）の地
籍図及び地籍簿

松山市 柳谷地区 平成２５年度から
平成２８年度まで

柳谷地区の地籍図
及び地籍簿

松山市 河中地区 平成２５年度から
平成２８年度まで

河中地区の地籍図
及び地籍簿

２ 認証年月日

平成２９年１１月２４日

�������
�愛媛県告示第１２１４号
平成２９年１０月１８日に農地中間管理機構公益財団法人えひめ農林漁

業振興機構から認可申請のあった農用地利用配分計画を、農地中間

管理事業の推進に関する法律（平成２５年法律第１０１号）第１８条第１

項の規定に基づき認可した。

平成２９年１１月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 農用地利用配分計画の概要

賃借権の設定等を受ける者 賃借権の設定等を受ける土地

氏名又は名称 住 所 所在及び地番 面積（�）

松 田 守 隆
愛媛県松山市太山寺
町３３３番１三光団地
１－４２

愛媛県松山市平井町
乙２９番ほか１１筆 ９，６４３

田 中 成 典
愛媛県松山市鴨川三
丁目１番１号ハイカ
ムール鴨川Ａ２０３

愛媛県松山市安城寺
町７６７番１ほか３筆 ２，７１６

宮 田 伸 章 愛媛県松山市小山田
甲２１２番地

愛媛県松山市小山田
乙１１８１番ほか１筆 １９，６０７

宮 田 武 計 愛媛県松山市小山田
甲２０９番地１

愛媛県松山市小山田
乙１１７０番ほか４筆 １４，９１２

横 林 徳 幸 愛媛県松山市小山田
甲６４２番地

愛媛県松山市小山田
甲４９番１ほか１筆 ６，７４６

川 東 俊 弘
愛媛県松山市内宮町
２０４１番地１内宮団地
１棟２２号

愛媛県松山市小山田
乙１２０４番４１ ２，８９５

山 内 祐 二 愛媛県松山市猿川甲
３４８番地

愛媛県松山市小山田
乙１１６７番ほか９筆 ２５，６４０

えひめ中央農業
協同組合

愛媛県松山市千舟町
八丁目１２８番１

愛媛県松山市小山田
乙１１６８番ほか６筆 ３０，３０１

２ 認可年月日

平成２９年１１月１５日
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�愛媛県告示第１２１５号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第１項の規定に基づき、中国四国農政局道前平野農地整備事業

所長から次のとおり公共測量を実施する旨の通知があった。

平成２９年１１月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 公共測量（基準点測量）

２ 作業期間 平成２９年１１月１日から

平成３０年２月７日まで

３ 作業地域 西条市安用、西条市石延、西条市広岡、西条市丹

原町高知

�愛媛県告示第１２１６号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２９年１１月２４日

愛媛県中予地方局長 福 井 琴 樹

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２９中局建（開）第２７号

平成２９年１１月１４日
伊予郡松前町大字恵�美字金突２７８番５

伊予郡松前町大字筒井９６０番地４

グランフィールド４０２号室

大 政 勇 人

愛 媛 県 報平成２９年１１月２４日 第２９２９号

８５８



��������������

��������������

��������������

��������������

�愛媛県告示第１２１７号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２９年１１月２４日

愛媛県中予地方局長 福 井 琴 樹

�愛媛県告示第１２１８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局八幡浜土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２９年１１月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１２１９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２９年１１月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１２２０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２９年１１月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１２２１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２９年１１月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２９中局建（開）第２８号

平成２９年１１月１４日
伊予郡松前町大字西古泉字若松２９４番４、２９４番８

松山市北�米町１１０９番地
コーポＦ・Ｋ Ａ２０２号

遠 近 秀 人

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ３７８号 八幡浜市真網代乙６－１２ 平成２９年１１月２４日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 小田河辺大洲線
大洲市河辺町北平１６８８番３から

同町北平１６８１番２まで
平成２９年１１月２４日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 野村柳谷線

西予市野村町惣川１３７番地先から

同町惣川１４０番地先まで
旧 ５．０～７．０ ０．０４５

西予市野村町惣川１４３番２から

同町惣川１４２番まで
新 ７．０～１８．０ ０．０４５

愛 媛 県 報平成２９年１１月２４日 第２９２９号

８５９



道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 野村柳谷線
西予市野村町惣川１４３番２から

同町惣川１４２番まで
平成２９年１１月２４日

平成２９年１１月２４日 発行

愛 媛 県 報平成２９年１１月２４日 第２９２９号

８６０


